
─ 23 ─

輸出取引について

インボイスとパッキングリストは輸出者が作成する書類であり、それぞれ以下のような
点に注意が必要です。

１．インボイス
インボイスの形式に特に決まりはありませんが、関税法施行令にインボイス（関税法ではインボイ

スを「仕入書」と表記しています）の法定記載項目が定められています。主な法定記載項目は以下の
とおりです。
・貨物の品名、数量及び価格
・インボイスの作成地及び作成日
・貨物の仕向地（輸入国）や仕向人(輸入者)

・貨物の価格決定に関係のある条件
・インボイス発行者（輸出者）のサイン等

図表１．インボイス作成例

通関や船積手続にあたり、通関業者からインボイスとパッキングリストの
提出を求められました。どのような点に注意し作成すればよいでしょうか。
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─ 24 ─

輸出取引について

なお、インボイスには一般的な形式の「商業送り状（Commercial Invoice）」以外にも、輸入国によ
っては、貨物の課税価格の決定やダンピング防止等を目的に輸出国に駐在する輸入国の領事の査証が
付された「領事送り状(Consular Invoice)」や、輸入者が輸入地の通関手続に使用するための「税関送
り状(Customs Invoice)」の提出を求められる場合があります。

２．パッキングリスト
パッキングリストはインボイスと同様に決まった形式はありませんが、図表２のように、貨物の梱

包ごとの数量や容積、重量等の明細を記載する点がインボイスと異なっています。

図表２．パッキングリスト作成例
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